別表―４
	指  定  業  務
	該当場所
	選  考  基  準
	関  連  事  項
	備　　　　　考

	研削砥石の取替、又は取替時の試
運転の業務
	　　　
　　　
　　　　　
	第１８条により、特別の教育
訓練を受けた者　　　　　
	労働安全衛生法第５９条
	現状は該当職場なし。　　　　　　　　　　　　

	アーク溶接の業務
	各課
	      〃
	        〃
	

	高圧、若しくは特別高圧の充電電
電路若しくは当該充電電路の支持
物の敷設点検、修理若しくは操作
の業務。低圧の充電電路の敷設若
しくは、修理の業務又は配電室変
電室等区画された場所に設置する
低圧の電路の内充電部分が露出し
ている開閉器の操作の業務

	各室・課の変電・配電業務
　　　　　
	
      〃
	
        〃
	高    圧…直流にあっては７５０ボルトを交流に
          あっては６００ボルトを超え、
          ７、０００ボルト以下である電圧をいう
特別電圧…７、０００ボルトを超える電圧をいう
低    圧…直流にあっては７５０ボルト以下
          交流にあっては６００ボルト以下である
          電圧をいう
充電電路…対地電圧が５０ボルト以下であるものを
          除く

	動力により駆動される巻上げ機
（電気ホイスト・エアーホイスト
を除く）の運転の業務
	スキップホイ
スト
	
      〃
	
        〃
	

	制限荷重５トン未満の揚貨装置の
運転業務
	濾過助剤用
リフト
	      〃
	       〃
	

	制限荷重１トン未満の揚貨装置又
は吊上げ荷重が１トン以上のクレ
―ンの玉掛けの業務
	
	玉掛技能講習を修了した者
	労働安全衛生法第６１条
    〃    規則第４１条
	

	ボイラーの取扱業務
	ボイラー室
	ボイラー技士免許を受けた者
	       〃
	

	ガス溶接の業務

	各室・課　　　　　　
	ガス溶接技能講習修了者
ガス溶接作業主任免許者
	       〃
	

	吊上げ荷重５トン未満のクレーン
運転業務
	製造課一係
製造課二係
	第１８条により、特別の教育
訓練を受けた者　　　　　
	　　　〃　　　　　　
	



